
◎
最
高
裁
判
所
規
程
第
●
号

第
一
条

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
分
課
規
程
（
昭
和
二
十
二
年
最
高
裁
判
所
規
程
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

る
C

令
和
七
年
●
月
●
日

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
分
課
規
程
及
び
最
高
裁
判
所
事
務
総
局
等
職
制
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め

る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も

し
た
規
定
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ

の
は
、
こ
れ
を
削
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付

（
最
高
裁
判
所
事
務
総
局
分
課
規
程
の
一
部
改
正
）

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
分
課
規
程
及
び
最
高
裁
判
所
事
務
総
局
等
職
制
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

最

高

裁

判

所



こ
れ
を
加
え
る
。

第
二
十
七
条

民
事
局
第
二
課
に
お
い
て
は
、
次
の
事
務
一
第
二
十
七
条

［
同
上
］

［
一
～
三

略
］

［
一
～
三

同
上
］

四
第
一
号
及
び
第
二
号
の
手
続
に
よ
る
事
件
に
関
す

四
第
一
号
及
び
第
二
号
の
手
続
に
よ
る
事
件
に
関
す

る
事
項
並
び
に
行
政
、
国
家
賠
償
、
労
働
及
び
知
的

る
罫
引
倒

財
産
権
に
関
す
る
事
件
の
国
際
司
法
共
助
に
関
す
る

事
項

［
五

略
］

［
五

同
上
］

第
三
十
四
条

行
政
局
第
一
課
に
お
い
て
は
、
次
の
事
務
一
第
三
十
四
条

［
同
上
］

を
つ
か
さ
ど
る
。

改
正
後

改
正
前

二

｜

’



四’

九
［
略
］

八|’ ’ 六|’ 五|’
を
つ
か
さ
ど
る
。

七 ［
一
・
二

略
］

三
労
働
及
び
知
的
財
産
権
に
関
す
る
法
規
に
関
す
る

事
項

事
項
（
国
際
司
法
共
助
に
関
す
る
事
項
を
除
く
。
）

働
審
判
の
手
続
の
規
則
の
制
定
に
関
す
る
事
項

料
等
の
刊
行
に
関
す
る
事
項

労
働
審
判
員
に
関
す
る
事
項

労
働
関
係
裁
判
及
び
知
的
財
産
権
関
係
裁
判
の
資

労
働
及
び
知
的
財
産
権
に
関
す
る
訴
訟
並
酬
口
對

労
働
審
判
の
手
続
の
法
規
に
関
す
る
事
項

労
働
及
び
知
的
財
産
権
に
関
す
る
事
件
に
関
す
る

事
項

［
新
設
］

七
［
同
上
］

六|’ 定
に
関
す
る
事
項

五
知
的
財
産
権
に
関
す
る
事
件
に
関
す
る
詞
剰
討

四|’ ［
一
・
二

同
上
］

三
知
的
財
産
権
に
関
す
る
法
規
に
関
す
る
事
項

［
新
設
］

知
的
財
産
権
に
関
す
る
訴
訟
の
手
続
の
規
則
の
制

知
的
財
産
権
関
係
裁
判
資
料
等
の
刊
行
に
関
す
る

三



十
［
略
］

十

一

［
略
］

第
三
十
五
条

行
政
局
第
二
課
に
お
い
て
は
、
次
の
事
務

を
つ
か
さ
ど
る
。

一

行
政
及
び
国
家
賠
償
に
関
す
る
法
規
に
関
す
る
事

項〈

二
行
政
事
件
訴
訟
の
手
続
の
法
規
に
関
す
る
事
項

三
行
政
事
件
訴
訟
の
手
続
の
規
則
の
制
定
に
関
す
る

事
項

四
行
政
及
び
国
家
賠
償
に
関
す
る
事
件
に
関
す
る
事

五
行
政
裁
判
の
資
料
等
の
刊
行
に
関

項
（
国
際
司
法
共
助
に
関
す
る
事
項
を
除
く
。
）

す
る
事
項

五

八
［
同
上
］

九
［
同
上
］

第
三
十
五
条

［
同
上
］

三 二四
｜

行
政

調
酬
別
の
手
続
の
規
則
の
制
定
に
関
す
る
事
項

す
る
事
項

関
す
る
事
項

す
る
割
昌
倒

行
政
事
件
訴
訟
剴
叫
び
労
働
審
判
の
手
続
の
法
規
に

行
政
裁
判
及
び
労
働
関
係
裁
判

行
政
事
件
訴
訟
、
労
働
に
関
す
る
訴
訟
及
び
労
働

行
政
、
国
家
賠
償
及
び
労
働
に
関
す
る
事
件
に
関

国
家
賠
償
及
び
労
働
に
関
す
る
法
規
に
関

の
資
料
等
の
刊
行

四



第
二
条

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
等
職
制
規
程
（
昭
和
四
十
三
年
最
高
裁
判
所
規
程
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
○

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

備
考

表
中
の

［
］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記

（
最
高
裁
判
所
事
務
総
局
等
職
制
規
程
の
一
部
改
正
）

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

（
首
席
技
官
及
び
次
席
技
官
）

二
削
る
卓

で
あ
る
。

改
正
後

に
関
す
る
事
項

’六
労
働
審
判
員
に
関
す
る
事
項

（
首
席
技
官
及
び
次
席
技
官
）

改
正
前

五



脾
第
五
条

事
務
総
局
の
経
理
局
営
繕
課
（
以
下
「
営
繕
課

第
五
条

事
務
総
局
の
経
理
局
営
繕
課
（
以
下
「
営
繕
課

」
と
い
う
。
）
に
、
首
席
技
官
及
び
次
席
技
官
を
置
く

」
と
い
う
。
）
に
、
首
席
技
官
一
人
及
び
次
席
技
官
二

こ
の
規
程
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

Ｆ
２
～
４

略
］

１

●

附

表
中

則

の

「一可

■■■

の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。

最
高

裁

判

所
長

官

「
２
～
４

同
上
］

人
を
置
く
。

今

崎

幸
彦一ハ

｜

’



所
要
の
整
備
を
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
規
程
を
制
定
す
る
理
由
で
あ
る
。

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
に
お
け
る
事
務
の
適
正
か
つ
円
滑
な
運
営
を
図
る
た
め
、
最
高
裁
判
所
事
務
総
局
の
態
勢
に
つ
い
て

理
由


